
1

つ る 舞 う 形 の 群 馬 県 ／ 上 毛 か る た県 紋 章

令和３年１２月１７日（金） 第９９６１号

目 次■

ページ

公 告

○指定管理者の指定取消し（観光魅力創出課） ２

選挙管理委員会告示

○選挙権を有する者の総数の５０分の１の数等 ２

○病院の院長が不在者投票管理者となるべき病院ならびに老人ホームの長が不在者投票管理者となるべ

き施設の定め等の告示の一部改正 ３

○政治団体の名称等 ３

○政治団体の異動事項 ４

第９９６１号令和３年１２月１７日（金） 群 馬 県 報



2

公 告■

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定により、指定管理者の指定を次のとおり

取り消した。

令和３年１２月１７日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 宝台樹キャンプ場及び宝台樹スキー場

(2) 所在地 利根郡みなかみ町大字藤原地内

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 武尊山観光開発株式会社

(2) 主たる事務所の所在地 前橋市荒牧町二丁目３８番地９

(3) 代表者の氏名 代表取締役社長 関隆之

３ 指定を取り消した日 令和３年１２月１５日

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第７３号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。

令和３年１２月１７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３２，３３１

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ３０２，０６８

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数

選挙区名 ３分の１の数

北群馬郡 ９，９４４

甘楽郡 ６，３２２

吾妻郡 １５，２７５

利根郡 ９，３１７

佐波郡 １０，０７１

邑楽郡 ２７，１２６

第９９６１号令和３年１２月１７日（金） 群 馬 県 報



3

第９９６１号令和３年１２月１７日（金） 群 馬 県 報

前橋市 ９３，０３１

高崎市 １０３，３７８

桐生市 ３０，９３０

伊勢崎市 ５６，０８１

太田市 ５９，１６９

沼田市 １３，１９６

館林市 ２０，８０１

渋川市 ２１，６３２

藤岡市・多野郡 １９，０５４

富岡市 １３，３５９

安中市 １６，２３４

みどり市 １３，９３３

◎群馬県選挙管理委員会告示第７４号

病院の院長が不在者投票管理者となるべき病院ならびに老人ホームの長が不在者投票管理者となるべき施設の定

め等の告示（昭和４１年群馬県選挙管理委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。

令和３年１２月１７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

「地域密着型特
表２の項中「地域密着型特別養護老人ホーム高風園「そめやの里」 同 新保町９９３」を

特別養護老人

別養護老人ホーム高風園「そめやの里」 同 新保町９９３
に、「特別養護老人ホームさくら寮 同

ホームさくら寮 同 新町１８３０－１」

「特別養護老人ホーム吉井の丘 同 吉井町岩崎２２２４－１
新町１８３０－１」を 特別養護老人ホーム吉井の丘 同 吉井町岩崎２２２４－１ に改める。

特別養護老人ホーム吉井の丘２号館 同 吉井町岩崎２２２９－１」

◎群馬県選挙管理委員会告示第７５号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。

令和３年１２月１７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体
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会計責任者の
主 た る 事 務 所 の 所 在 地代表者の氏名

氏 名
政 治 団 体 の 名 称

届 出 年 月 日

本間惠治後援会 本間惠治 本間直子 邑楽郡邑楽町鶉７３６－１

令和３年１１月１０日

◎群馬県選挙管理委員会告示第７６号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。

令和３年１２月１７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

１ 政党の支部

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

社会民主党群馬県太田支部 代表者の氏名 河田節夫 細堀道夫 令和３年
１１月５日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

群馬県警備業連盟 代表者の氏名 樋田浩二 山﨑春男 令和３年
１１月１５日

政治結社大日本護楯会 政治団体の名 政治結社大日本護楯会 大日本護楯会 令和３年
称 １１月１５日

税理士による「小渕優子」 会計責任者の 角田弘芳 中島哲男 令和３年
後援会 氏名 １１月６日
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